
千葉市知的障害児童福祉手当支給条例施行規則をここに公布する。 

平成１８年３月３１日 

千葉市長 鶴 岡 啓 一 

千葉市規則第３２号 

千葉市知的障害児童福祉手当支給条例施行規則 

千葉市知的障害児童福祉手当支給条例施行規則（昭和４０年千葉市規

則第１６号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉市知的障害児童福祉手当支給条例（昭和３９

年千葉市条例第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（申請） 

第２条 条例第５条第１項の規定による申請は、千葉市知的障害児童福

祉手当支給申請書（様式第１号）に次の各号のいずれかの書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

（１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項に規定

する児童相談所又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号）第１２条に規定する知的障害者更生相談所が作成した判定書 

（２）市長が発行した療育手帳 

２ 申請に係る児童が身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条第１項に規定する身体障害者手帳を所持する場合には、前項

に規定する書類のほか、当該手帳を市長に提出しなければならない。 

（条例第６条第２項第２号に規定する規則で定める者） 

第３条 条例第６条第２項第２号の重度の知的障害者として規則で定め

る者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

（１）知能指数がおおむね３５以下の者で、日常生活において常時の介

護を必要とする程度の状態にあるもの 

（２）知能指数がおおむね５０以下の者で、身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号身体障害者障害程度

等級表に定める１級、２級又は３級に該当する視覚障害、聴覚障

害又は肢体不自由を有し、かつ、日常生活において常時の介護を



必要とする程度の状態にあるもの 

（決定） 

第４条 市長は、第２条第１項に規定する申請書を受理した場合は、こ

れを審査し、手当を支給することを決定したときは千葉市知的障害児

童福祉手当支給決定通知書（様式第２号）により、手当を支給しない

ことを決定したときは千葉市知的障害児童福祉手当支給申請却下通知

書（様式第３号）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

（支給） 

第５条 手当の支給は、その都度支給期日等を受給者に通知して行うも

のとする。 

２ 手当を支給しない事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す

る月の翌月からその事由が消滅した日の属する月分までの手当は、支

給しないものとする。ただし、これらの日が同一の月に属する場合は、

当該月分の手当は、支給するものとする。 

（障害程度の変更等） 

第６条 受給者は、児童の障害の程度に変更があったとき（児童が条例

第４条第２号に該当するに至ったときを除く。）は、千葉市知的障害

児童福祉手当障害程度変更届（様式第４号）に第２条第１項又は第２

項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出に基づき手当の額を変更したときは、

千葉市知的障害児童福祉手当支給額変更通知書（様式第５号）により

その旨を当該受給者に通知するものとする。 

３ 手当の額の変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める月から行うものとする。 

（１）手当の額を増額する場合 第１項の規定よる届出があった日の属

する月の翌月 

（２）手当の額を減額する場合 障害の程度が変更になった日の属する

月の翌月 

（住所等の変更及び消滅届） 

第７条 受給者は、受給者若しくは児童の住所、氏名若しくは振込指定

口座に変更があったとき又は児童が条例第４条の規定に該当するに至



ったときは、千葉市知的障害児童福祉手当住所・氏名・口座変更及び

消滅届（様式第６号）によりその旨を届け出なければならない。 

（受給者の特例） 

第８条 条例第１０条の規定により保護者に代わり児童を監護する者が

手当の支給を受けようとするときは、千葉市知的障害児童福祉手当受

給者変更承認申請書（様式第７号）を市長に提出してその承認を受け

なければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、

受給者の変更を承認したときは千葉市知的障害児童福祉手当受給者変

更承認通知書（様式第８号）により、受給者の変更を承認しないとき

は千葉市知的障害児童福祉手当受給者変更不承認通知書（様式第９

号）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に千葉市身体障害児童福祉手当支給条例等の

一部を改正する条例（平成１８年千葉市条例第１４号。以下この項に

おいて「改正条例」という。）第２条の規定による改正前の条例に基

づき知的障害児童福祉手当を受けている者のうち改正条例第２条の規

定による改正後の条例第６条第２項に規定する額を受給しようとする

者は、市長にその旨を届け出なければならない。この場合においては、

第６条第１項から第３項（第２号を除く。）までの規定を準用する。 

３ 前項の規定による届出により行う手当の額の変更は、当該届出が平

成１８年７月３１日までに提出された場合には、同項において準用す

る第６条第３項第１号の規定にかかわらず、平成１８年４月からとす

る。 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 



様式第１号 

千葉市知的障害児童福祉手当支給申請書 

   年   月   日 

（あて先）千葉市長 

                    申請者氏名 

次のとおり申請します。 

① 対象児童について 

 フリガナ 

氏 名  
生年月日 年  月  日 

住 所 千葉市 性別 男 女 

 第          号 程度（         ） 療育手帳

の 内 容  交付年月日        年    月    日 
手帳なし 

     県・市  第       号    種    級 身障手帳 

の 内 容 交付年月日        年    月    日 
手帳なし 

 

② 保護者について 

 フリガナ 

氏 名  
生年月日 年  月  日 

住 所 千葉市 性別 男 女 

電 話 
１ 自宅  ２ その他 

（  ）－（  ）－（   ） 

対象児童 

との続柄 

＜例＞父（長男） 

 

③ 支払希望金融機関（保護者の口座）について 

金  融  機  関  名 支  店  名 預  金  の  区  分 

銀 行 支 店 普  通  預  金 

フリガナ  口  座  番  号 

名 義 人 

氏 名 

 
        

 



様式第２号 

千葉市知的障害児童福祉手当支給決定通知書 

年  月  日 

          様 

     千葉市長      □印  

 

次のとおり千葉市知的障害児童福祉手当支給条例第５条第２項の規

定により、知的障害児童福祉手当の支給を決定しましたので通知しま

す。 

支給額    月額      円 

支給開始月      年   月 

支給方法   指定口座へ振込 

支給月    ４月・８月・１２月 

対象児童名 

備 考 

 

  

次の場合は、届け出てください。 

１ 保護者が他の市町村に居住するに至ったとき。 

２ 対象児童が死亡したとき。 

３ 対象児童の障害程度に変更があったとき。 

４ その他、申請時の届出内容に変更があったとき。 

 

教示 

１ この処分についての異議申立ては、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、千葉市長に対してす

ることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、千葉市を被告として

提起することができます。 



様式第３号 

 

千葉市知的障害児童福祉手当支給申請却下通知書 

 

     年  月  日 

        様 

   千葉市長      □印  

 

     年  月  日付けで申請のあった知的障害児童福祉手

当の支給については、次の理由により却下しましたので通知します。 

却下の理由 

 

 

 

 

 

 

 

教示 

１ この処分についての異議申立ては、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、千葉市長に対してす

ることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、千葉市を被告として

提起することができます。 



様式第４号 

千葉市知的障害児童福祉手当障害程度変更届 

   年   月   日 

（あて先）千葉市長 

                 届出者氏名 

次のとおり届出します。 

① 受給者氏名・住所・電話番号 

 フリガナ 

氏  名  

対象児童 

との続柄 

 

住  所 千葉市  

電  話 
１ 自宅 ２ その他  

（    ）－（       ）－（    ） 

② 対象児童について 

 フリガナ 

氏    名   
生年月日   年 月 日 

住    所   性別 男・女 

③ 障害程度の変更内容 

変更のあったものに○をつけ〔  〕内にも記入してください。 

１ 療育手帳 〔旧手帳の程度           〕 

２ 身体障害者手帳 〔旧手帳の程度     種    級〕 

３ その他（具体的に記入してください。）〔             〕 

上記変更の発生した年月日          年     月     日 

       第        号  程度（        ）  現在の療

育手帳の 

内 容 

交付年月日        年    月    日  

    県・市  第     号    種    級  現在の身

障手帳の 

内 容 

交付年月日        年    月    日  



様式第５号 

 

千葉市知的障害児童福祉手当支給額変更通知書 

 

年  月  日 

          様 

                    千葉市長      □印  

 

次のとおり知的障害児童福祉手当の支給額を変更しましたので、千

葉市知的障害児童福祉手当支給条例施行規則第６条第２項の規定によ

り通知します。 

 

変更後の支給額  月額      円 

変更年月         年  月分から 

支給方法     指定口座へ振込 

支給月      ４月・８月・１２月 

対象児童名 

変更理由 

 

 

 

 

 

 

教示 

１ この処分についての異議申立ては、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６０日以内に、千葉市長に対してすること

ができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、千葉市を被告として提起す

ることができます。 



様式第６号 

 

千葉市知的障害児童福祉手当住所・氏名・口座変更及び消滅届 

 

   年   月   日 

（あて先）千葉市長 

                保護者氏名 

次のとおり届出します。 

届出内容に○をつけてください。 

１ 変更届（氏名変更・住所変更）    ①・②を記入してください。 

     （支払金融機関の変更）    ①・③を記入してください。 

２ 資格消滅届             ①・②・④を記入してください。 

上 記 届 出 事 項 の 発 生 し た 年 月 日     年  月  日 

① 保護者について（変更の届出のときは変更後の内容） 

フ リ ガ ナ  

氏  名 

（旧氏名） 

 

住 所 

 

（旧住所） 

② 対象児童について（変更の届出のときは変更後の内容） 

フ リ ガ ナ  

氏  名 

（旧氏名） 

 

 住 所 

 

（旧住所） 

③ 支払希望金融機関について（変更後） 

金 融 機 関 名 支  店  名 

銀 行 支 店 
区 分 普 通 預 金 

フ リ ガ ナ  口  座  番  号 

名義人氏名         

④ 受給資格がなくなった理由 

１ 児童が死亡した。     ２ 児童が２０歳になった。 

３ 児童の障害程度が軽減した。４ 保護者が市外へ転出した。 



様式第７号 

 

千葉市知的障害児童福祉手当受給者変更承認申請書 

 

   年   月   日 

（あて先）千葉市長 

              申請者氏名 

 

次のとおり受給者を変更したいので申請します。 

① 現在の受給者及び対象児童について 

  フ リ ガ ナ 

受給者氏名  

フリガナ 

児童氏名  

住  所 千葉市  

 

② 新たに受給者となる者について 

  フ リ ガ ナ 

氏  名  

対象児童 

との続柄  

住  所 千葉市  

 

③ 支払希望金融機関について 

金 融 機 関 名 支  店  名 

銀 行 支 店 
区 分 普 通 預 金 

フ リ ガ ナ  口  座  番  号 

名義人氏名         

 

④ 受給者を変更する理由 

１ 受給者が死亡した。 （     年     月     日） 

２ その他（具体的な理由                ） 

 



様式第８号 

 

千葉市知的障害児童福祉手当受給者変更承認通知書 

 

年  月  日 

          様 

     千葉市長      □印  

 

次のとおり千葉市知的障害児童福祉手当支給条例第１０条の規定に

より、知的障害児童福祉手当の受給者の変更を承認しましたので通知

します。 

 

変更後の受給者 

  フ リ ガ ナ 

氏  名  

対象児童 

との続柄  

住  所 千葉市  

 

 

次の場合は、届け出てください。 

１ 保護者が他の市町村に居住するに至ったとき。 

２ 対象児童が死亡したとき。 

３ 対象児童の障害程度に変更があったとき。 

４ その他、申請時の届出内容に変更があったとき。 

 



様式第９号 

 

千葉市知的障害児童福祉手当受給者変更不承認通知書 

 

     年  月  日 

        様 

   千葉市長      □印  

 

     年  月  日付けで申請のあった知的障害児童福祉手

当の受給者の変更については、次の理由により承認しないので通知し

ます。 

不承認の理由 

 

 

 

 

 

 

教示 

１ この処分についての異議申立ては、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６０日以内に、千葉市長に対してす

ることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、千葉市を被告として

提起することができます。 

 


